
・定款、規約の写し

【注意事項】
　・郵送または窓口持参による提出及び電子メールによる提出いずれも提出締切日までに完了してください。
　・上記のほか事業内容が確認できる資料等の提出を求める場合があります。
　・書類不備等がある場合、修正及び再提出を求める場合がありますので、余裕をもってご提出下さい。
　・申請者は後日開催される審査会にて事業内容についてプレゼンテーションを実施して頂きます。審査会の実施に係る
詳細は追って連絡します。

・プレゼンテーション資料

・役員名簿　　

・市税の滞納が無いことが分かる書類

・過去３期分の決算書

・事業概要（別紙１）

・履歴事項全部証明書　（直近３ヶ月以内に法務局が発行したもの）

【書類の提出方法】
　（１）上記書類を1セットとして5部（正本1部、副本4部）を準備すること。
　（２）（１）で準備した書類を郵送または窓口持参により提出すること。送付先及び提出先は以下の通り。
　　　　　　〒515-8515　松阪市殿町１３４０番地１
　　　　　　松阪市役所　産業文化部　商工政策課宛て
　(3)(1)で準備した書類についてそれぞれPDFデータを準備すること。
　(4)(3)で準備したPDFデータを電子メールにて提出すること。提出先のメールアドレスは以下の通り。
　　　　　　Eメール：syok.div@city.matsusaka.mie.jp

・事業実施計画書 （別紙様式第１号）

・収支計画書 （別紙様式第２号、２－１）　　

申請者
チェック

提出書類一覧

（参考）松阪市地域経済循環創造事業補助金　提出書類チェックリスト

※このチェックリストは提出の必要はありません

松阪市
チェック

（　　／　　）

・事前協議書（様式第1号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


